
児童自立支援施設 (第 10章 )

改正案のイメニジ 現 行

(設備の基準)

第七十九条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については
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[|(児童自立支援施設(その2))

改正案のイメニジ 現行

(児革自辛率援施設9琴の章1埜) |
第八十一条

´
児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当

する者であうて、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令
第二号)第六百二十二条 に規定する児車自立支援専rョ員養成所
(以下「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関

し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を
受けた者でなければならない。          ヽ

一 医師であつてt精神保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士となる資格を有する者ヽ

三 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五

年以上 (養成所が行う児童自立
=援

専門員として必要な知識及
び技能を習得させるための講習の課程 (以下「講習課程」とい

う。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者

四 厚生労働大臣又は都道府県知事が前各号に掲げる者1同等以
上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計
が五年以上 (養成所が行う講習課程を修了した者にあつては、
三年以上)′ であるもの  l          l
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあうては、児童福祉事
業
における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間

口 社会福祉主事 となる資格を有する者にあつては、社会福祉

事業に従事 した期間    
´

|′ t鮨悟誕ζ施翼『蟹酬響浴鴇長T誓 |十
期
Tγ

又,FF掲げ

(児童自立支援施設の長の資格)  
´

犠 駆  鱈ξ華告曽量髯う
(以下「養成所」とぃう。)が行う児童自立支援施設の運営に関

_し 必要な知識を習得させるための研修又はこれ1手相当する研修を

受けた者でなければならない。

一 医師であつて、精神保健|1関 して学識経験を有する者

三 社会福祉士となる資格を有する者

三 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五

年以上 (養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及
び技能を智得させるための講習の課程 (以下『講習課程」とい

う。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者   |
由 厚生労働大臣又は都道府県知事が前各号に掲げ

1る
者と同等以

上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計
が五年以上 (養成所が行う講習課程を修了した者にあつてはt

三年以上)であるもの            :
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事
業に従事した期間

口 社会福祉主事となる資格を有する者にあうては、社会福祉
事業に従事した期間           ‐

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間 (イ 又は日に掲げ

る期間に該当する期間を除く。)         ‐
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(児童自立支援施設(その3))

改正案のイメージ

(児童自立支援専門員の資格)

認竃疑肇餌ナ膚請斌 〒門員は、姿の牛?ιすⅢか暗当す
二 履雲纏組二百な雪醤辱讐暑寧:碁
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(児童自立支援専門員の資格 )
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(児童自立支援施設(その4))

改正案のイメージ

皇バ畢Ξ案汚責怪最終隻鶴Liま、疾の各■の|1与えかL該当チ乞暑で
なければならない。

三 醤量;i曇誓:量重量詈翼[礎墓:二』   1      ‐

m輩飾糞
及び第四十五条の規定を準用する。         ,

難 儡 蔚翻解
1   幹勝湯 見彗党峯輩議難斐なド帰
ならない。                     ,

第八十六条 削除

第ノ(早電彙
関
負豊着湿L換施設の暴事上昇童9通学菫至書替及び早墓「・

璽妻璽聾撃菖優覆醤:E碁曇蕎蓬嚢モ雫寛基λ藉曇量豪雲量濃翁お罰
整に当たらなければならない。

第ノ絆鷺曽贅壁橿毬療覇墓滉循雪?し )て

'は、
^所

していう早菫(2自喜
講塞馨稗:雪鷲緊鍬臓審淵モ警ザT'

第ノ省薩肇ぎ電晟拶芭響雪聾Liょ、次の各三おし

'す

れかに多当する者で
なければならない。            .

Ξ 曇量寝1:誓:E豊量詈量[鍵事し1喜  |―   |

3 生活指導、皇 二家庭環境の調整につ

科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

いては1第四十五条の規定を準用する。      ・

菱弄蒔許[墓』金妻購金靡羅
ならない。                    '

第八十六条 削除  :

毬君響詈訴稚鼻銚:[象暑蒙漁
'泉
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児童家庭支援センタ■ (第 11章 )

改正案のイメニジ '

現 行

右に同じ
(設備の基準 )

第ィヽ十八条の二 児童家庭支援センタ=には相談室を設けなければ
ならない。      ,

(職員)

第八十八条の三 児童家庭支援センターには、法第四十四条の三第
■項に規定する業務 (次条において「支援」という。)を担当す
る職員を置かなければならない。
2 前項の職員は、法第十三条第二項各号のいずれかに該当する者
でなければならない。

(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)

第八十八条の四 児童家庭支援センタニにおける支援に当たつては
i[著 i.l膚議事言撃臓F意守?把辱

IF言め
,|||に、雪7を旨

聟閻爾寵壼「賢≧裏費ll彗菫L雪竜襲疵
,「籍翁漠健稽覆看Vレ重合撃駿曇L精量霧論墓T舞号置菫だ1著
は、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑に
これを行わなければならない。    1
3 児童家庭支援センタ=におしヽては、その附置されている施設と
の緊密な導携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要
な措置を講じなければならない。
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児童自立生活援助事業(自 立援助ホニム)(児童福祉法施行規則)

改正案のイメTジ 現行

第二十本条の九 児革自立生活援助事業所の設備の1基準は、次の牛
おりとする。   |
― 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備
及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設け
ること。                  |

二 入居者の居室の下室の定員は、これをおおむね二人以下とし

、その面積は、一人につき四 L九五平方メー トル以上とするこ

と。             |       _
三 男女の居室を別にすること:

四 第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及
び生活指導を行うことができるものであること。

五 人居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮さ
れたものでなければならないこと。

第二十六条の九 児童自立生活援助事業所の設備の基準は、次のと
おヽりとする。        i
― 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備
及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設け
ること。          |
二 入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人然下をし

‐ 、その面積は、一人につき三 日三平方メー トル以上とすること

三 男女の居室を別にすること。

四 第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及

び生活指導を行うことができるものであること。       ・
五 入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮さ
れたものでなければならないこと6          .
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(参考)

総則 (児童福祉施設最低基準 第1章)

L                     現行

(こ の省令の趣旨)

第一条 児菫福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条 の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準 (以下最低基準という。)は、この省令の定めるところによる。

(最低基準の目的)

積  あ爆尋雷「「1「
t呂

|ど
11下

し
ら鷲尋獣トギ

ー
手殿鯖 毀L彗癬 :r『た事禦警言言:農

(最低基準の向上)        .

とする。   ‐    ´

(最嬌基準と児童福祉施設)              .

雷
四
亀低曇葦握鼈賀肇FI量管署

F「環「葦善暮FI「8贅璽穐荘澤皇1露ま|:F当雀重墓:雀等して、その設備スIキLL暮低十
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(総則 (その2))

現 行

(児童福祉施設の構造設備の二般原則)|      :    
議与るために必要な設備を設けなければならない。  '

雷
五
Ъ童信記混螢憶鷲堪璧鴻強F黒詭P復雪撃突際電詫11讐管潔健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設け

られなければならない:                             ‐   :

(児童福祉施設と非常災害)  1              1回
その花非常災害に必要な設備を設けるとともに、プト常災害に対す第六条 児童福祉施設においては、軽慄消火器等の消火用具、非常

′諦獣聰誇もF朧悪亀褒熙又 薇忘■オl嘘資■甜
ず奮お碁″Lなけ五はならない。 |

(児童福祉施設における職員の一般的要件)   .
第七条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、昇童福祉事業に熱意のある者であつて、できる

限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

第二彙青重警場憂饒罫晟贔飢説藁黙変電翼嘱 二れぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に
努めなければならない。         |
2 児童福祉施設は、職員IF対 し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。             |

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準).は

、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職菖の一部を併●て設第八条 児童福祉施設は:他の社会福性施設を併せて設置するとき
置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所してい

る者の保護に直接従事する職員についてはtこの限りでない。                      |

(入所した者を平等に取り扱う原則)        ´

   社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否力tlこ よっで、差別第九条  児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、

的取扱いをしてはならない。         「                        ′        _

‐
睫 待等の禁D ~1      

昇
=条

お十各号に追ける暮為その花二該L童の心身に有害ふ影響を第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児車に対しt法第二

与える行為をしてはならない。                ' I         ‐

(懲戒に係る権限の濫用禁止) :             

き 盾落暑套簾9を彗腰すJ課話墓編2ξttF史羅1量書な皇:房瑾
第九条の三 .児童福祉施設め長はt入所中の児童に対し法第四十1
は同条第二項 の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために″
限を濫用してはならない。 ´`  1           1
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(総則 (その3))

現行
(衛生管理等)

倦惇諏粽会電基I:｀
る煮9使用する設備t食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必2児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症が発生し、1又はまん延しないように必要な措置を講ずるょう努めなければならない 。

滸鷲侶徴生弔天協電彎歌乞馨握賢溶[喜T支[霧曇t馨澤h摩な菖屈訳「
施設及び重症心身障害児施設を除くし)においては、一週4児童福祉施設には、必要 備えるとともに、それらの管響を適正に行わなければならない。

(食事)      i

:il,?国等覚墨藉星i≒L争窪墨碁
1倉Tま百粘8裏曇是露鬼霰勝勇皇皇庭壼t:尋贅量

:懇霧言塚横「 ,と
きぼ

)「9献圭は、できな暉り、変イ|に富み、人所している者あ健基な
E類及び甲理方法についそ栄養並びに入岳しそ

|ヽ
る者の身体的状況及び嗜好を考慮したもの4調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

:鍛写翻 喘紹[撃L螺

讐継筐皇藤彙2上し言整壁蜃老璽査言をf投できる。(この場合に語丁:そ丁頂垂藉荘掘轟あミ選『 二月薯1嵩裏31楓圧鱈卜           贄、
又

1ま
二部を行わないことヵ:

[     ければならない。

:讐[1]番留11量り讐菫I菫言彗慧言:i奎::Fl基纏れを壼
o児童樗祉施設の職員あ極議諺酢に当たもをは、特に                          ~ ~‐

｀′リー :‐ Iュ″じ嗅
:入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意奮払わなければならないし

多婁押談所等におけぅ児童の入齢前の健康診断 入所した児童に対す.る入所時の健康診断
児童が通宇する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断
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(総lll(その1))

現行

1項につき規程を設けなければならない|          :

第単畠彙        ξ言議員:畠産、収支及び入所している|の処遇の裏挽を明らかにす
る帳簿を撃備し―下

おかな:すれば
,|な

い。

1等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

:奪昌:堰憶鷲l詈稽お晟瞑電曇電議を重蓼質

霊しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村

摯雪葉墜L名 の規定|こよる調査にで|る直り

協力しなければならない。

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
その業務上知り得た利用

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、
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